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行政だより

平成26年度末の浄化槽の普及状況について

平成27年9月10日(木)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

廃棄物対策課浄化槽推進室
直通 03-5501-3155 代表 03-3581-3351

企画官 吉川 圭子 (内線6861)

係長 藤村 紘行 (内線6908)
担当 川西 涼太 (内線6865)

平成26年度末における浄化槽の普及人口は、1,124万人となりました。(平成25年度末に

おける普及人口は、福島県を除き1,121万人)

また、浄化槽普及人口の総人口に対する割合(普及率)は、8.92%となりました。(平成25年度

末は、8.88%)

浄化槽は、主に各戸ごとに設置され、し尿と台所・浴室等から排出される生活雑排水とを併せて

処理する施設です。その特長としては、極めて短期かつ比較的安価に設置できること、健全な水循

環や水量の確保に役立つこと等が挙げられ、家屋が散在する地域における生活排水対策の有効な手

段です。

今年度調査においては、東日本大震災の影響により調査不能な市町村があるため、福島県は公表対

象外としています。

1. 汚水処理施設及び浄化槽の普及状況

環境省、農林水産省及び国土交通省の三省は、平成8年度から合同で汚水処理(三省がそれぞれ

所管する浄化槽とコミュニティ・プラント、農業集落排水施設等、下水道による処理)の普及状況

を公表しています。

平成26年度末の汚水処理施設に係る普及人口は1億1,275万人、普及人口の総人口に対する

割合(普及率)は、89.5%でした。このうち、浄化槽の普及人口は1,124万人、普及人口の総人

口に対する割合(普及率)は、8.92%でした。(表1及び図1参照)

なお、都道府県別の浄化槽及びコミュニティ・プラントの普及状況を表2に示します。
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行政だより

2. 浄化槽の特長

浄化槽は、家庭の生活排水(し尿及び雑排水)を、主として各戸ごとに処理し、近傍の公共用

水域等に放流するもので、その特長は次のとおりです。

(1)処理性能が良い。

・生物化学的酸素要求量 (BOD)の除去率90%以上

・放流水のBOD が20mg/1 以下

(2) 設置費用は5人槽で84万円程度と比較的安価である。

(3) 設置に要する期間は1週間から10日程度であり、投資効果の発現が極めて早い。

(4) 地形の影響を受けることなく、ほとんどどこにでも設置できる。

(5) 処理水をその場で放流するため、健全な水循環や河川の水量の確保が可能であり、

多様な生態系の維持にも寄与します。

3. 浄化槽の設置整備

環境省(旧: 厚生省)は、昭和62年に浄化槽設置整備事業(旧:合併処理浄化槽設置整備事

業)を創設し、浄化槽を設置しようとする住民に対し、設置費用の補助を行っている市町村を対

象に補助を行ってきました。

また、平成6年度に市町村自らが設置主体となり浄化槽の面的整備を推進する浄化槽市町村整

備推進事業(旧:特定地域生活排水処理事業)を創設しました。本事業は、市町村による確実な

維持管理が行われること等から、環境省としても、その推進に注力しているところです。特に平

成14年度補正予算からは、浄化槽による汚水処理施設の整備が下水道などの集合処理に比べて

経済的、効率的である地域を対象とするなど、大幅な補助対象要件の緩和を行っています。平成

27年度の実施市町村は44都道府県293市町村となっており(表4参照、愛知県の状況は、

10~12ページを参照)、今後とも本事業の一層の推進を図っていきます。

さらに、平成22年度から、省エネ型浄化槽を整備する浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村

整備推進事業において、一定の要件に合致する場合、助成率を従来の3分の1から2分の1へ引

き上げる低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業を設け、浄化槽整備の一層の推進を図っています。
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[表1] 平成26年度末の浄化槽の普及人口及び普及率

平成26年度末

普及人口 1,124万人

平成25年度末

1,121万人

普及率 8.92% 8.88%

(注) 1. 普及率とは、普及人口の総人口に対する割合とする。

2. 普及人口は1万人未満を四捨五入した。
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3. 平成25年度末及び26年度末は、福島県において東日本大震災の影響

により、調査不能な市町村があるため公表対象外としている。
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全国平均 8.9%
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(平成26年度末)
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(%

2.0-

0.3%

0.0

人口規模 100万人以上
100万人 30~50万人 10~30万人 5~10万人 5万人未満 合計

総人口
総入口
(万人)

2.914 1.122 1,661 3.114 1,832 1,960 12,602

構成割合 23.1% 8.9% 13.2% 24.7% 14.5% 15.6% 100%

普及人口
65 118 295 273 1.124

普及率 0.3% 5.8% 7.1% 9.5% 14.9% 18.6% 8.9%

市町村数 42 192 1.136 1.660

構成割合 0.7% 1.0% 2.5% 11.6% 15.8% 68.4% 100%

(注) 1
・総人口、処理人口は1万人未満を四捨五入した。
総市町村数 1,660の内訳は、市 778、町714、村168(東京都区部は市数に1市として含む)

3. 都市規模別の各汚水処理施設の普及率が0.5%未満の数値は表記していないため、合計値と内訳が一致しないことがある。
4. 平成26年度末は、福島県において、東日本大震災の影響により調査不能な市町村があるため公表対象外としている。

[図1] 都市規模別浄化槽普及人口
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[表2]都道府県別 浄化槽等の普及状況
(平成26年度末)

净化槽
都道府県名 総人口 污水処理 污水処理

人口普及率

うち浄化槽
整備区域内

浄化槽人口

処理人口 処理人口 普及率

净化槽
整備区域内

人口普及率

コミュニティ
・プラント

コミュニティ
・プラント

処理人口 普及率

(千人) (千人) (千人) (千人) (千人)

北海道 5,406 5,122 94.7% 160 (151) 3.0% (2.8%) 이

青森県 1,344 1,026 76.4% 129 (73) 9.6% (5.4%) 이

岩手県 1.294 1,007 77.8% 163 (113) 12.6% (8.7%) 1.7 0.1%

宮城県 2,321 2,077 89.5% 154 (120) 6.6% (5.2%) 6.5 0.3%

秋田県 1,050 887 84.5% 118 (73) 11.3% (7.0%) 0

山形県 1.135 1.023 90.1% 87 (59) 7.7% (5.2%) 0

福島県

茨城県 2.974 2,424 81.5% 461 (217) 15.5% (7.3%) 9.8 0.3%

栃木県 2.000 1.675 83.7% 309 (211) 15.4% (10.6%) 0.6 0.0%

群馬県 2,008 1,557 77.5% 361 (217) 18.0% (10.8%) 25.0 1.2%

埼玉県 7,306 6.578 90.0% 689 (409) 9.4% (5.6%) 0.9 0.0%

千葉県 6.254 5.368 85.8% 798 (398) 12.8% (6.4%) 8.5 0.1%

東京都 13,337 13.300 99.7% 30 (13) 0.2% (0.1%) 2.3 0.0%

神奈川県 9.122 8.918 97.8% 122 (41) 1.3% (0.5%) 0

新潟県 2.326 1.988 85.5% 126 (56) 5.4% (2.4%) 이

富山県 1,082 1,038 95.9% 38 (107) 3.6% (9.9%) 3.3 0.3%

石川県 1.156 1,074 92.9% 51 (47) 4.4% (4.1%) 2.8 0.2%

福井県 800 748 93.5% 40 (13) 5.0% (1.6%) 0

山梨県 852 686 80.6% 116 (34) 13.6% (4.0%) 6.1 0.7%

長野県 2,140 2,081 97.3% 121 (27) 5.7% (1.3%) 1.0 0.0%

岐阜県 2.080 1.886 90.7% 218 (125) 10.5% (6.0%) 4.2 0.2%

静岡県 3.776 2.937 77.8% 565 (278) 15.0% (7.4%) 14.3 0.4%

愛知県 7.484 6.618 88.4% 784 (324) 10.5% (4.3%) 11.1 0.1%

三重県 1,852 1,522 82.2% 479 (131) 25.9% (7.1%) 3.4 0.2%

滋賀県 1.419 1.394 98.3% 41 (3) 2.9% (0.2%)

京都府 2.574 2,502 97.2% 56 (37) 2.2% (1.5%) 0.4 0.0%

大阪府 8.861 8,595 97.0% 179 (6) 2.0% (0.1%) 0.5 0.0%

兵庫県 5.623 5.545 98.6% 109 (84) 1.9% (1.5%) 71.9 1.3%

奈良県 1,392 1.217 87.5% 116 (39) 8.3% (2.8%) 3.8 0.3%

和歌山県 1.000 590 59.0% 296 (156) 29.6% (15.6%)

鳥取県 580 530 91.4% 32 (12) 5.5% (2.1%) 0.4 0.1%

島根県 703 541 77.0% 106 (54) 15.0% (7.7%) 4.5 0.6%

岡山県 1,935 1,617 83.6% 315 (143) 16.3% (7.4%)

広島県 2,862 2.459 85.9% 327 (187) 11.4% (6.5% 15.3 0.5%

山口県 1,425 1,209 84.9% 232 (123) 16.3% (8.7%) 0.1 0.0%

徳島県 773 430 55.7% 268 (157) 34.7% (20.3%) 7.8 1.0%

香川県 1.002 735 73.4% 278 (222) 27.7% (22.1%) 0.5 0.1%

愛媛県 1.421 1.070 75.3% 290 (208) 20.4% (14.6%) 5.6 0.4%

高知県 742 544 73.3% 252 (161) 34.0% (21.7%) 1.5 0.2%

福岡県 5,108 4.623 90.5% 478 (308) 9.4% (6.0%) 13.4 0.3%

佐賀県 843 674 79.9% 121 (77) 14.4% (9.2%) 0.6 0.1%

長崎県 1,404 1,096 78.1% 188 (106) 13.4% (7.5%) 5.3 0.4%

熊本県 1,811 1,533 84.7% 258 (202) 14.3% (11.2%) 0.6 0.0%

大分県 1,186 858 72.3% 246 (154) 20.8% (13.0%) 0.6 0.1%

宮崎県 1,129 936 83.0% 242 (202) 21.5% (17.9%)

鹿児島県 1.679 1,283 76.4% 547 (492) 32.6% (29.3%) 4.9 0.3%

沖縄県 1,450 1,229 84.7% 147 (84) 10.1% (5.8%)

全国計 126,017 112,755 89.5% 11.245 (6,704) 8.9% (5.3%) 239 0.2%

(注) 1. 総人口、処理人口は四捨五入を行ったため、合計が合わないことがある。
2. 数値"0" は処理人口がいないことを示す。

3. 浄化槽整備区域内とは、浄化槽によって区域内の汚水処理施設の整備を行うとして各市町村により定めているもので、
その処理人口及び普及率は、把握している限りの数値である。

4. 平成26年度末は、福島県において、東日本大震災の影響により調査不能な市町村があるため公表対象外としている。
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都道府県名
市町
村数

北海道 16

青森県 4

岩手県 15

宮城県 10

秋田県 13

山形県 10 鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、長井市、最上町、大蔵村、高畠町、白鷹町、飯豊町

福島県 11

茨城県 6

栃木県 3

[表4] 平成27年度 浄化槽市町村整備推進事業 実施市町村

市町村名

(平成27年4月現在)

釧路町、北斗市、福島町、上ノ国町、島牧村、寿都町、黒松内町、喜茂別町、妹背牛町、中川町、

利尻町、豊浦町、壮瞥町、厚真町、本別町、標津町

十和田市、平川市、平内町、大鰐町
盛岡市、宮古市、花巻市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、葛巻町、岩手町、

紫波町、西和賀町、金ヶ崎町、洋野町、一戸町

仙台市、石巻市、大崎市、登米市、栗原市、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町

秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、
藤里町、八峰町、東成瀬村

会津若松市、白河市、須賀川市、西会津町、磐梯町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、

三春町、小野町

常陸太田市、常陸大宮市、桜川市、行方市、小美玉市、大子町

鹿沼市、日光市、大田原市

群馬県 15 伊勢崎市、太田市、渋川市、藤岡市、富岡市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、中之条町、
長野原町、嬬恋村、高山村、東吾妻町、昭和村

埼玉県 11

千葉県 2

秩父市、滑川町、嵐山町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村

睦沢町、長柄町

東京都 5 八王子市、青梅市、奥多摩町、八丈町、小笠原村

神奈川県 2 相模原市、山北町

新潟県 7 新潟市、長岡市、十日町市、糸魚川市、上越市、南魚沼市、出雲崎町

富山県 2 砺波市、南砺市

石川県 7 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、能登町

福井県 3 福井市、 越前市、美浜町

山梨県 8 甲府市、山梨市、北杜市、甲斐市、甲州市、市川三郷町、身延町、道志村
長野県 13 長野市、松本市、伊那市、大町市、飯山市、安曇野市、南木曽町、木祖村、木曽町、麻績村、

生坂村、筑北村、栄村

岐阜県 2 郡上市、揖斐川町

静岡県 2 掛川市、御殿場市

三重県 8 津市、松阪市、名張市、伊賀市、多気町、大台町、南伊勢町、紀宝町
京都府 5 舞鶴市、綾部市、京丹後市、宇治田原町、京丹波町

大阪府 8 高槻市、枚方市、茨木市、富田林市、河内長野市、大東市、柏原市、和泉市

兵庫県 1 養父市

奈良県 2 黒滝村、天川村

和歌山県 4 田辺市、高野町、有田川町、日高町、

鳥取県 5 鳥取市、北栄町、南部町、伯耆町、日南町

島根県 12 松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、美郷町、邑南町、海士町、

「隠岐の島町

岡山県 6 高梁市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、奈義町

広島県 6 広島市、三原市、三次市、庄原市、東広島市、安芸高田市

山口県 3 宇部市、萩市、岩国市

徳島県 4 三好市、勝浦町、美波町、上板町

香川県 3 高松市、三豊市、まんのう町

愛媛県 9 今治市、八幡浜市、伊予市、西予市、上島町、久万高原町、伊方町、鬼北町、愛南町
高知県 2 土佐町、津野町

福岡県 5 久留米市、うきは市、朝倉市、みやま市、香春町

佐賀県 8 佐賀市、唐津市、武雄市、小城市、嬉野市、神埼市、 有田町、江北町

長崎県 6 長崎市、諌早市、西海市、雲仙市、時津町、小値賀町
熊本県 14 八代市、玉名市、山鹿市、菊池市、天草市、美里町、南関町、長洲町、和水町、南小国町、

小国町、南阿蘇村、芦北町、苓北町

大分県 5 佐伯市、臼杵市、竹田市、豊後大野市、国東市

宮崎県 4 宮崎市、延岡市、日南市、綾町

鹿児島県 6 薩摩川内市、曽於市、三島村、長島町、龍郷町、知名町

都道府県数

44
293

※太字・下線は、平成27年度からの新規実施予定自治体(市町村合併による新市町村は、継続市町村としている)
※過去に浄化槽市町村整備推進事業により浄化槽を整備した市町村を含む
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行政だより

平成26年度末の汚水処理人口普及状況について

平成27年9月10日(木)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

廃棄物対策課浄化槽推進室
03-5501-3155 代表 03-3581-3351直通

企画官 吉川 圭子 (内線6861)
係長藤村 紘行 (内線6908)
担当 川西 涼太 (内線6865)

環境省、国土交通省、農林水産省(以下「三省」という)では、平成26年度末の全国の汚水処

理人口普及状況をとりまとめました。

1. 汚水処理人口普及率

汚水処理施設の整備は、整備区域、整備方法、整備スケジュール等を設定した「都道府県構想」

に基づき各地方公共団体が効率的、効果的に実施しています。(参考4)

平成26年度末における全国の汚水処理施設の処理人口は、1億1,275万人※となりました。

これを総人口に対する割合でみた汚水処理人口普及率は、89.5%(平成25年度末について

は、88.9% ※)となりましたが、未だに約1,300万人が汚水処理施設を利用できない状況

です。

また、我が国における汚水処理人口普及状況は、大都市と中小市町村で大きな格差があり、特に

人口5万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は76.7%※にとどまっている状況です。

2. 処理施設別処理人口内訳

処理人口を各処理施設別にみると、下水道によるものが9,775万人、農業集落排水施設等による

ものが352万人、浄化槽によるものが1, 124万人、コミュニティ・プラントによるものが24万

人でした。

<参考>

汚水処理人口普及状況の指標は、下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラントの

各汚水処理人口の普及状況を、人口で表した指標を用いて統一的に表現することについて三省で合意し

たことに基づくものであり、平成8年度末の整備状況から公表しています。

(注)※平成25年度および平成26年度調査は、東日本大震災の影響により調査不能な市町村があった福島県を除いた

都道府県の集計データを用いている。
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